
季

貝P

男||

墓巨‐ 自常

期 間 部屋 `区分

利用者が町会員
のみの場合

AM・ PM・ 71

利用者が町会員(50%以上)を含むグループ
_上 △ル |

A  M P  M 夜

8:OO´V12100 13:○ ○ Ψ́17:00 ¬8:〇〇～ 22:○ ○

通

■黙

期

4月 1日 ～

5月 31日

及 び

10月 1日 ～

10月 31日

洋室 1

洋室 2
洋室 3
キッチン

全館 (和室)は

除く

全 館 1日

¥400円
¥400円
¥400円
¥400円

¥1、 600円
¥4,800円

¥600円
¥600円
¥600円
¥600円

¥21400円

¥600円
¥600円
¥600円
¥600円

¥2,400円

¥フ OO円
¥700円
¥700円
¥700円

¥2,800円
¥フ .600円

夏

期

6月 1日 ～

より
9月 30日

洋室 1

洋室 2
洋室 3
キッチン

全館 (和室 )は

除 (

全 館 1日

¥400円
¥400円
¥400円
¥400円

¥1、 600円
¥4800円

¥700円
¥700円
¥フ 00円
¥700円

¥21800円

Y700円
¥700円
¥700円
¥フ ○○ 円

¥2,800円

¥800円
¥800円
¥800円
¥800円

¥3,200円
¥8.800円

久

期

11月 1日 ヘ

より
3月 31日

洋室 1

洋室 2
洋室 3
キッチン

全館 (和室)は

除く

全 館 1日

¥400円
¥400円
¥400円
¥400円

¥1,600円
¥4,800円

¥700円
¥フ ○○ 円

¥700用
¥700円

¥2,800日

¥700円
¥700円
¥700円
¥700円

¥2,800円

¥800日
¥800円
¥800円
¥800円

¥3,200円
y8800円

前原会館維持管理負担金一覧表

利用者が町会 50%以 下 )の

令和 2年  4月  12日

の負担金とす
節

間

季
期 部屋・区分

A   M
8100～ 12100

P   M
13:00´Ψlフ :00

夜
18:00～ 22iOO

Ｂ

　

ブ́

ラ

ン

通

　

　

年

洋室 1

洋室 2

洋室 3

キッチン

全館 (和室 )は

除く

全 館 1日

¥800円
¥800円
¥800円
¥800円

¥3,200円

¥800円
¥800日
¥800円
¥800円

¥31200円

¥900円
¥900円
¥900円
¥900円

¥3,600円
¥_」_0.000日

キッチンの使 用制 限

・お湯沸かし程度のDK

の使用はご相談下さい

'カ ラオケ機器は使用を

原則禁止とする。

.万
、 ソ~ち

季 節
期 間 部 屋・区分

A  M
8:OO～ 12:00

P   M
13:00～ 17:OO・

夜
18:〇 〇～22:○○

C

プ

フ

_ノ

通

年

洋室 1

洋室 2

洋室 3

キッチン

全館 (和室)は

除〈

全 館 1日

¥1,500円
¥1,500円
¥1,500円
¥11500円

¥6、 OOO円

¥1,500円
¥1,500円
¥1,500円
¥¬ 1500円

¥6,000円

¥1,700円
¥¬ ,フ 00円
¥1,700円
¥¬ ,700円

¥6,800円
¥¬ 8.800F=|

キツチンの使 用制 限

・お湯沸かし程度のDK

の使用はご相談下さい

.カラオケ機器の使用は

禁止とする。
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